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1. はじめに

1967年10月，外貿埠頭公団法にもとづき設立された京浜および阪神の 2つ

の外貿埠頭公団は， 1979年3月までの12年間lζコンテナ・パースを計27パー

ス，ライナー・パースを計39パース建設してきた。両公団は，現在日本lζ15

ある公団の中では，比較的小規模なものといえる。その概要を， 表 1にかか

げたい。

表 I 外貿埠頭公団の概要

(1979年3月l日現在）

＼公＼団名項＼目＼ 本所在社地
設立 職員定員数 出出資資金お内よ訳び 供用パース数年月日

京浜外貿 1967年 158人 207.74億円 コンテナ・バース13
東京都

埠頭公団 IO月20日 （うち，役員 7〕 （横国東 印京都25% ライナー・パース17
浜市25%

阪神外貿 1967年 161人 209.8億円 コンテナ・パース14
神戸市

埠頭公団 IO月20日 （うち，役員 7)
自50%
戸市 33.77ぢ ライナー・ノゼース22
阪市16.3% 
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乙の公団は港湾における公企業の代表的なものといわれているが，乙乙 3,

4年の国家財政の危機や特殊法人の統廃合の動きを受けて，福田内閣は「行

政改革の推進についてJの中で，次のような決定を1977年12月に下している。

すなわち， 「両公団を廃止しその業務を外貿埠頭の所在港湾管理者に移管

する乙ととし，昭和54年度末までに諸条件の整備を図るJというものである。

しかし，その後1979年12月28日の大平内閣の閣議で，菅理者lζ移管する時期

は昭和56(1981）年末をめどとする乙とに延期されている。

公団廃止問題は，5～6年前より歴代内閣等の行政改革計画で常に取り上

げられてきた。廃止の第一の理由は，公団が所期の目的をすでに果し，その

役割を終えたからとされている。固なり自民党の公団廃止の本当のねらいが

ど乙にあるか，解明する必要があるが，筆者としては従来より地方自治体へ

の移管を強く主張しており，その廃止に大いに賛成である。その理由として

は，①外貿錦頭の建設はほとんど完了し，公団の使命は終ったので，廃止は

当然である。②地方自治の精神から，港湾管理権は当然地方自治体にあり，

ζれに管理権を戻すべきである。③港湾管理の一元化を図るべきである。

と乙ろで公団の廃止により 中央集権的な広域港湾構想ないしPortAut 

horityへの道がとざされるという理由で，廃止に反対する主張（小倉謙吉氏

執筆「外貿埠頭公団廃止方針への疑問」）が1978年7月号の雑誌『海運』に

掲載されている。また黒字を出している，乙の公団を廃止しでも国家財政問

題は何ら解決せず，行政改革lとはならないという論議（「行政改革と外貿埠

頭公団廃止問題をめぐってJ' 『港運』1980年3月号）も出されている。

筆者としては，乙うした主張に反論するため，乙れまで公団の果してきた

役割を明らかlとしたい。その上で，公団の施設を移譲される各港湾管理者は，

地方自治の精神にうらづけられ，かっ財政的lとも効率のいいPortAuthority 

設立への道を，積極的K模索し，その実現をはかるべきであるとの提案をし

fこし、。

2. 外貿埠頭公団設立の経緯とねらい

まず，外貿埠頭公団の設立の経緯からとり上げたし、。その設立までには好
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余曲折があったが， 表2のごと く，大きく分けて3つの段階lζ分けられる。

表2 公団設立までの経緯（略史）

年月日 fJ'l 11iii 考

日目手口
25. 5 ｜港湾法制定 ｜港湾管理者制度維立

28. 8 ｜港湾強制ii促進法公布 ｜ 

34. 1 . 22 I行政審議会「港湾行政制度改革に｜刻する答 ｜主要港湾の国営案
申書」を拠出

34. 3 . 30 I特定港湾施設然保i特別的波法制定
35. 6 ｜関西経済同友会 「神戸・大阪ポート ・オー｜広域港湾構恕

ソリティ椛怨」を発表

〔 36. 3 . 31 I港湾も守備緊急措置法制定 〔第1次港湾慾何15ヵ年計画 ・
36～40if.〕第

一I38 8 
段
階I38.10 

40. 6 

議I40. s 

- '40 9 

段
「民， 40. IO 
』白

41. 9 

雇I41.10 

手宣
｜’七＇42. 1 
』h
〕 I42. 8. 1 

運輸省港湾局「港湾公団（jiii称）の概要」を
発表

同 「港湾公団によるライナ ポ ｜横浜， 川崎，名古屋，神戸港を

ートの務備」を発表 ｜対象

〔第2次港湾務術5ヵ年計画 ：
39-44年〕

運輸省港湾局 「日本港湾公団（f閥、）の構想」｜横浜T 名古屋．神戸港を対象
を発表

同 「外貨定期船埠liJi事業団」椛｜横浜，神戸港を対象に事業団を
恕を発表 ｜設置

同 「外貨港湾施設幣怖ii特別措置

法案要綱」を発表

同 「外貨埠頭幣備公団（仮称）」 ｜事業団が港湾管理者により反対

設置構恕 ｜されたため，埠頭建設公団とし

｜て再検討したもの

港湾審議会 r港湾管理者の財政恭悠の強化 I3でj主要港における外貿定期
及び浴湾施設の効率的使用の隙保のため~ I 船邸頭の建設 ・ 運営についての
急に実施すべき方策に関する答申」を発表 ｜特別惜置」をうたっている

〔世界的な定期船のコンテナ化の潮流がお

こる〕
海運造船合酸化審議会 「わが同海上コンテ

ナ輸送体llnlの路11iilJについて答申
運輸省港湾局 「外資地頭公団J憐恕を才lち
出す

政府，公団設立を閣議決定

外資埠頭公団法の公布

41. 4 シ ランド全｜のフノレコン

両日，はじめて大西洋航路に就航

東京，横浜， 大阪，神戸港を対

象，日本外貿1阜頭公団を設立し，

所要の個所に支部をおくとし寸

考え

日本外交埠頭公団のE設立を変更

し，京浜および阪神の2つの外

貨却頭公団の設立に変更

42. 9 7 卜ソン材のフルコン骨白

日本に就航（ p s W航路）
42.10.20 I京浜および阪神の外資埠頭公団の設立
44. 9 ｜横浜本牧第6パースおよび大阪南港第1パ

ース供用開始

出所 ：土腐折範稿「外貨t¥l頭公団の分析」（i港湾労働経済研究所編・刊 r港湾機能の総合的課

題』fil庁収）
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1950年5月κ制定公布された「港湾法」は，地方自治を基調にした民主的

な法律であると高く評価できるが，その後の過程における長も主要な側面は，

(1）国家の港湾lζ対する支配 ・介入のまきかえし， 強化と，（2）独占資本支配の

強化であった。

すなわち，港湾法の諸規定は，その後埠頭の効率的運用の要請を受けて，

港湾整備促進法，特定港湾施設整備特別措置法，港湾整備緊急措置法，さら

に運輸省港湾局長の通達，各種審議会からの答申，勧告なとlζよって実質的，

内容的に修正が行なわれてきた。

地方財政の逼迫から港湾整備は貨物取扱量の増大には十分対応できず，他

方管理 ・運営面からみてみると 港湾法のかかげる港湾施設にかかる強い

「公共規制」は独占資本（主に海道独占資本） Iζとって大きな制約とな ってき

た。独占資本の強い要請を受けた政府は1963年乙乙に「港湾公団」の設立を

はかろうとするのである。

運輸省港湾局の「港湾公団J構想、は，その事業費のうち，国および港湾管

理者が各々 20~ぢづつを出資し 残り60%を国の長期融資によってまかなうも

のと し， 鐙設された埠頭は専用貸付をする ζとができるという乙とを骨子と

した案であった。乙の公団構想lとは港湾管理者の反対も強く ，また大蔵省へ

予算要求を行なったが，結局認められなかった。

その後第2段階lζ入るが，運輸省港湾局は「日本港湾公団J' 「定期船埠

頭事業団J' 「埠頭整備公団Jと手をかえ，品をかえ，構想を出してくるが，

各港湾管理者や大蔵省の反対にあい，乙れも立消えになっている。

ときおりしも，荷役の機械化が著しくおくれていた定期船（ライナー）分

野において国際的なコンテナリゼーションの潮流がお乙ってきた。すなわ

ち， 1966年4月アメリカのシーランド社（SeaLand Service Inc.）が北大西

洋航路lζセノレ式のフノレコンテナ船を就航させた乙とにより，国際定期航路の

コンテナ化の幕が切って落された。

そうした動きを背景に，海運造船合理化審議会では， 1966年9月「わが国

海上コンテナ輸送体制の整備についてJ答申したが，その中で， 「先ず京浜

及び阪和［lie，次いで中京地区lζコンテナターミナノレの建設が必要であり，コ
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ンテナターミナノレはコンテナ船と一体的に運営されるべきであるから，従来

の公共方式とはちがう専用方式が採用されるべき」とうたっている。乙の答’

申lζもとづき運輸省は，従来までの日本港湾公団→外貿定期船埠頭事業団→

外貿埠頭整備公団の構想をコンテナ化lζ！照準をあわせなおし， 「外貿埠頭公

団」として1966年10月新たに打ち出した。当初は日本外貿埠頭公団を設立し，

所要の箇所に支部をおくという考えであったが 乙れは後lζ現在あるような

形K修正された。

わが国におけるコンテナ化は 1965年秋 マトソン社から日本郵船への業

務提携の申入れが契機となって進展してきた。 1967年9月マトソンの太平洋

定期コンテナ船第 l号が東京港 ・神戸港へ入港するまでの 1年半の聞に，わ

が国の海運，造船，港湾，陵上輸送その他の部門にわたって，コンテナ化の

ために必要なあらゆる「体制づくり」が計画 ・準備 ・実行されていった。 コ

ンテナ化への対応という錦の旗をかかげ， 1967年 1月政府は外貿埠頭公団の

設立を閣議で決定している。そして6月に開催された第55回国会に外貿埠頭

公団法が提出され，可決されたのである。

以上，外貿上車頭公団の設立の経緯lζついてみてきたが，公団設立の真のね

らいは港湾法の諸制約から政府や独占資本をときはなそうとするものであっ

た。すなわち，専用埠頭の経営を公団に移して，専用輝頭lζ対する直接の批

判をかわす乙とができ，償還責任を地方自治体から公団へ移す乙とlζよって

地方財政による拘束を受ける乙となく事業拡大が可能となり，また財政資金

の他lζ民間資金を導入する道を聞いて財源を拡大する乙とができるからであ

る。

また国の方のねらいとしては，広域港湾化を推進するため， PortAuthorit 

構想があり，その管理主体として公団を核としようとした乙とは否定できなし、。

それは公団が企業性に基礎をおいた経営をする乙とや，欧米のPortAuthority 

にみられる管理委員会をもっ乙とからもうかがえる。

かくして表面上は独立採算事業としながら，一方では，政府（とくに運輸

省と大蔵省）の公団lζ対する許可・認可，命令を通じて予算・事業計画，事

業対象，事業実施方法，人事，給与，組織などすべての面に介入する道をは
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りめぐらせるととによって，中央集権的な港湾政策をそのまま遂行できる手

段をっくりあげたのである。ζれについては，次の3でくわしく見たい。

他方，コンテナ埠頭は事実上船社の直営lζ近いと乙ろの一貫責任体制をと

り，公共埠頭運営とは別の，コンテナ専用埠頭独自の運営方法がとられたの

である。 ζの乙とは結局，コンテナ化を契機とする新しい輸送システムの導

入という名のもとでの，海運独占資本専用による外貿埠頭利用にほかならな

いといえるものであ った。 コンテナ輸送出現を契機に港湾政策は質的~＜＇.：転換

したといえる。

3. 外貿埠頭公団の実態と問題点

公団の実態をいくつかとりあげ，問題点を指摘したい。

(1) 公団の業務

公団の業務は，コンテナ埠頭の建設・貸付が中心で・ある。コンテナ埠頭は，

従来の公共埠頭運営方式とは全く異って，公共規制を受けないで内外のコン

テナ船運航会社K 「専用貸しJする方式がとられている。またライナー ・バ

ースの建設・貸付も行なっているが ζれは一般雑貨船の積卸しを行なう港

運業者に専用貸し付けされている。

乙のように，コンテナ埠頭は船会社に，ライナ一輝頭は港運業者IC専用貸

付するという日本型図式が形づくられている。

コンテナj；阜頭の建設は外貿埠頭公団法により，大阪湾，東京湾では乙の公

団しか出来ない乙とになっている。名古屋港，四日市港では特殊会社のコン

テナ埠頭会社が行なっている。また清水港，北九州港では，公共埠頭でコン

テナが取扱われている（表3参照）。

ただ公団の業務の点で注意すべき ζとがある。それは公団は煉頭の施設だ

けっくり，貸付けるのであり，公団の業務は水際線に限定されている乙とで

ある。乙のζとは極端にいえば，もうかると乙ろのみやり， 「あとはしらな

いよ」の姿勢である。港湾菅理者の方は 無収施設である防波堤やその他後

諜・清掃等，港全体の運営を行なうため，もうからない部分もやっているの
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表3 コンテナふ頭の現状と計画

1979年4月1日現在 全体計 画

港湾 r, 」、 jjfi 名 ノぐース数 パス数 ノ〈ース数 NH )j （所管）

(m) 
ノ〈ース数

（川）

東京湾 17 4,850 16 4,600 

東京 i在 Eロ'" Ill (2) 550 * 京 者日
大 チ干 8 2,300 8 2,300 京浜外貨担；!iTfi公団

13 手, J也 。 。 2 600 " 
横浜港 本牧（ D突淀） (2) 600 徽 浜

本牧（A突堤） 4 I, 100 4 I, 100 京浜外貿士車iii"i公団

大 毘 町I 300 2 600 II 

駿河湾 (I) 440 

清水浴 興 iE第 ニ (I) 440 ！？争 岡 ~,l 

伊勢湾 5 I, 350 4 I, 152 

名古屋港 イ託 城 (2) 470 名古屋港管理組合

西 凹 区 2 600 3 872 名古屋コンテナ埠頭KK

凶日市港 南 280 280 凶日市コンテナ担ilii!lKK

大阪湾 16 4,600 18 5, 300 

大阪港 南 港 5 I, 350 5 1,350 阪神外t1且；i顕公団

南 住••• 中 。 。 1 300 
‘’ 

神 戸 港 I.If; 1m (2) 600 や，， 戸 市

ポートアイランド 9 2,650 12 3,650 阪神外貨刈!ijj'j公団

I主l 門 (I) 300 

北九州港 rn 野 主首 (I) 300 北九州市

40 II, 540 38 11, 052 

（注）：パース数の（ ）；！？きは，ライナーパース等をコンテナパースと して暫定使用している

もので、パース数はコンテナパースに直してある。

出所 ’五Ii輸省港湾局編 r港勢要覧(1979）』

と対照的である。

(2) 事業規模，資金調達，出資

事業規模は図 lのような推移になっている。総事業費は1979年3月末で

1, 963億5,000万円に達している。各公団の事業資金の調達は，図 2のよう

に全体資金を 100%として， 10%は国の出資，10%は関係港湾管理者（京浜

公団は東京都と横浜市が折半で，阪神公団は神戸市と大阪市がおおよそ70対

30の割合で出資） ' 40%は国の財政投融資資金（大蔵省預金部からの借入），
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図1 外貿埠頭公団の事業規模の推移
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図2 各外貿埠頭公団の事業費調達の内訳 (197911＇ゴ6JJ 1日現存）
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出P.r・表3と同じ。
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残り40%を埠頭専用借受者からの借入（縁故債の割りあて）という方式で行

なわれている。

それゆえ出資金も当然毎年増大してき， 1979年3月現在，京浜公団は207.7

億円，阪神公団は 209.8億円となっている。

(3) 貸付料，収益状況

公団は各埠頭の借受者と，貸付ける陣頭の鐙設に要した経費の償還と埠頭

の管理に要する経費等の合計額を，パースどとに年額で貸付料として契約（貸

付期間は10年で，期間満了のときは延長する乙とが出来る）し，貸付料収入

によって経営を行なうものである。

公団の埠頭貸付料は鐙設時期や面積等のちがいがあり，個々別々であるが，

標準的な埠頭貸付料は年額おおよそ次のようである。

・コンテナ・ノイース

横浜本牧埠頭

東京大井埠頭

250 mパース 2. 5～3億円

300 mパース 4. 3～ 5億円

神戸ポート・アイランド埠頭 300 mパース 3. 3～4億円

・ライナー・パース（両公団を通じて） 0. 92～ 1. 1億円

なお収益状況については，収益のあがる業務だけを担当している乙とや，

貸付料を収支つぐなうように設定しているので，各公団ともほとんど毎年剰

余金を出している。

(4) 基本計画は国が承認

公団の事業の中で，最も重要な事項は，すべて国の指示ないし許認可を必

要とする。なかでも，次の4つが重要項目である。

①基本計画の策定，変更

② 工事実施計画の策定，変更

③公団の行なう埠頭業務の許可

④岸壁等の貸付け

基本計画は運輸大臣が公固に指示する。公団は基本計画を受けた後，基本
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計画にかかわる実施計画を事業計画を含めて運輸大臣K提出する。それを運

輸大臣が承認してはじめて，仕事がスター卜する仕組みになっている。その

他運輸大臣の業務執行下にある事項はきわめて多いし，大蔵大臣との協議事

項も多い。

港湾管理者との関係では，運輸大臣は基本計画を指示する前にあらかじめ

管理者と協議する乙とと，公団は工事実施計画を事前fl:管理者と協議する ζ

とが規定されている位である。

(5) 公団の人事

次lζ公団組織についてみてみよう。公団組織のいわば傘に位する組織とし

て，外貿埠頭公団法により， 管理委員会が設置されている。との管理委員会

は，運輸大臣の任命する 5人の委員と公団の理事長をもって構成されており，

公団の事業計画，予算，資金計画，決算には，委員会の議決が必要とされて

おり，通常年 l～2回委員会を開いている。

公団業務の執行機関は，京浜公団を例lζとると（図3参照），公団を代表

してその業務を総理する理事長，理事長を補佐する副理事長，各部の業務を

掌理する 4人の理事，業務を監督する監事からなる役員の下fl:, 8部 19課

（室）からなるラインがととのえられている。現在，職員数は，京浜公団が

理事長以下 158名，阪神公団が 161名である。

公団の役員および重要な部長の大部分は，いわゆる「天下りJないしは出

向の高級官僚Kよって占められている。職員は全体の約%が国からの出向者

であり，運輸省を筆頭に大蔵省，建設省，総理府，人事院， 会計検査院があ

げられる。また%は地元港湾管理者からの出向である。のζり約%が公団独

自の採用職員である。
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図3 京浜公団の組織図
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（注）．（ ）内はその長の出身母体をしめす， 1975年当時の実態である。

出所 。表2と同じ。

以上，公団の実態について見てきたが，それらを通じて次の2点、を指摘す

るζとができる。

すなわち，第 1IL公団は港湾の国家管理の手段となっている乙と。政府の

公団支配は，予算，資金，人事面だけでなく，事業運営のすべてにわたって

行なわれている。

第2＇ζ独占資本，とりわけ日米海運独占資本に奉仕し，海運独占の港湾支
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配の拠点となっている乙とである。コ ンテナリゼーションの死命を制するも

のは，ターミナルであるといわれている。ターミナノレの占める重要性は，コ

ンテナ輸送においてきわめて高まった。

現在，公団のコンテナ埠頭は，日本郵船，商船三井など邦船中核体6社と

Sea Land, USL, APL，ネフ子ューンといったアメリカや香港，シ功、ポーパめ海運会社の

専用物になっている。公団のコ ンテナ埠頭建設費の単 li'.:40~ぢにあたるものを出

資する ζとにより（それもすぐに肩がわりすることの出来る縁故債の引き受

けという形で），最新鋭の埠頭を専用しうるのである。

ζのように公団の存在は，固と地方自治体のカネをつかい，できた諸施設

を内外の海運独占資本にわたす トンネノレ会社のような役割を果た していると

いってもいいすぎではないであろう。

次lζ問題点だが，公団が設立されて13年，乙の聞にするどい矛盾を港湾菅

理者，船会社，港運業者といった各局面で発生させてきた。コンテナ港では，

港湾管理が公団の出現ILよって二元的にならざるをえないと乙ろからくる問

題点をかかえると同時K 埠頭の専用的利用をすすめる乙とからくる矛盾一

例えばコンテナ埠頭Kおける港湾労働者の異常に高い労働密度， あるいは，

船社の専用埠頭としての性格上ターミナル・オペレーターの大部分が船社系

列でおさえられ，在来の港連業者が除外されて新たな競争がひきお乙されて

いるなどーが出現してきているのである。

とりわけ矛盾がするどく発生しているのは公団と港湾管理者との関係lとお

いてである。 コンテナ時代をむかえ，各主要航路がコンテナ化された現在，

在来埠頭は取扱量の著しい減少傾向をしめしている。港湾管理者は 「外貿埠

頭公団法JKよりコンテナ埠頭を建設する乙とは出来ない（表3のごとく，

品川崎頭や本牧埠頭D突堤といった重量物埠頭でコンテナを優先的に取扱っ

ているが…）。乙のように地方自治体の管理する公共埠頭の相対的衰退が目立

ってきている。

また公団のコンテナ埠頭の建設は，港聞の格差を助長したといえる。それ

は東京港と横浜港K典型的にあらわれている。広いヤードとパース数の多さ

をほとる東京の大井埠頭が登場できたのも実はパックlζ国の「東京優先」の
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方針があったためといわれている。運輸省はコンテナづめ貨物を生産する背

後地や陸上輸送との結びつきなどの条件比較で東京港優先の判断を下し，公

団コンテナ埠頭の東京誘致を決めたといわれる。それと公団が設立されよう

とした際， 横浜市は「港湾管理権の二元化は問題」 として設立に反対，地元

業界も業域確保などからコンテナ化には反対の空気だった。乙のため一時は

「横浜にはコンテナパースは造らない」という国の方針が出された乙ともあ

るほどである。かく して従来まで外貿港としての王座を誇ってきた横浜港は，

地盤沈下をはじめるのである。

一方東京港にしても，コンテナ船が多数入港し コンテナ貨物がふえたと

いっても，直接港湾管理者がうるおう乙とはほとんどなく，逆l乙，東京港の

一番いい所を公団lζ安く売ったζとを今，後悔しているありさまである。

4.転換期に入った外貿埠頭公団

公団は国家権力の拠点として設立以来13年間毎年事業規模を拡大し高度成

長を遂げてきたが，コンテナ・パースやライナー・パースの建設も一段落し，

その使命は終ったと最近 4～5年間いわれてきた。そのき っかけは， 、コン

テナパース過剰論、の登場であった。

、コンテナパース過剰論、というのは1975年8月頃に「日本海事新聞」紙

上等でもりあがった議論であるが，乙れは新港湾整備 5カ年計画（昭和51年

～55年）の策定に際して，公団のコンテナパース増設計画が運輸省港湾局と

邦船船社（中核体6社） 側とで大きく食いちがった乙とに端を発したもので

ある。邦船社側はコンテナパースはもう過剰であり，もう乙れ以上増設する

必要はないと強く主張したのであった。さらに菅理費用を主因とする公団施

設の年間使用料の大幅アップの動きに対する反対が，乙うした問題とからま

って邦船社側は，公団そのもののあり方まで問おうとした。また他方，地方

財政や国家財政の危機の点からも，公団への出資問題が問われだした。

ζのように公団は一つの転機にたち，将来の方向としては，①各港湾管理

者lζ諸施設を移譲し，公団は解散する。②京浜，阪神の両公団を合併統合し，

管理のみに専念する。③新たな仕事をつくり出すーーたとえば穀物の備蓄の
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ためのサイロの建設・運営や，廃棄物処理，さらiζは港湾再開発ーーなどが，

2 , 3年前より考えられてきた。

乙うした推移の中で，冒頭述べたようK1981年末までに公団を廃止し，港

湾管理者へ移管するという乙とが，決定されている。

5. 外貿土車頭公団廃止をめぐる関係者の対応

乙うした政府の方針K対し，各利害関係者の反応はきわめて複雑である。

それについて少し見てみよう。

(1) 船会社，港運業者

利用者である船会社，港運業者は，借受者である自分逮に一言の相談もな

しIL，国から地方自治体lζ移譲する方針が勝手に決ったという ζとで，当初

は反対していた。しかし現在では，とれまでの契約内容がそのまま引継がれ

れば，やむをえない，認めましょうというところにきている。専用使用を認

め，貸付料を上げないという条件付で賛成というととである。

(2) 公団職員

公団が廃止になれば，職を失なうという乙とで，職員の中でも公団採用の

職員は反対している。しかし，次の（3）で述べるように港湾管理者の方で，固

有職員もひきつぐという方向が打ち出されてから 反対の動きも弱くなって

きているようである。

(3) 港湾管理者

京浜 ・阪神4港の港湾管理者は，公団施設の移管κ対して，一様lζ 「基本

的には賛成であるJという態度を明らかにしている。そして大阪を除く東京，

横浜，神戸の3港管理者は，運輸省との話し合いにおいて，公団事業をその

まま引き継ぐ「包括継承」方式を了承し，早急な移管を求めている。 利用者

との接渉さえ円滑に進めば，公団事業の港湾管理者への移管に支障はないと

いわれている。といっても具体的に，乙まかい点では，国との間でつめねば
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ならない事項は多い。

乙乙で貸付料について少しふれると，港湾管理者lζ移管された場合，管理

費用の減少と租税公課の減少（地方自治体の施設には固定資産税がかからな

いため）等が予想され，貸付料は従来より安く出来るのではなし、かという観

測も一部出ている。

6. Port Authority 設立への道

以上，公団の実態や問題点を見てきたが， 筆者としては中央集権的なPort

Authority ではなく，地方自治体による港湾全体の公企業経営の推進，さ

らには地方自治の精神にうらづけられた PortAuthority の設立をはかる

べきであると主張して，むすびとしたい。

ドル箱のコンテナ埠頭が移管される乙とにより，港湾管理の一元化と港湾

財政上の改善がもたらされ，港湾の効率的，独立採算的経営の基盤が形づく

られるととKなる。予定では移管まであと 1年余りである。当該各港湾管理

者は，施設移管後の港湾経営のビジョンを早急にうち立てる必要がある。

大阪港と神戸港，また東京港と横浜港，乙れらそれぞれの港は，昔よりた

がし、κライバノレ意識がつよく，現在までひきつづいている。隣接する 2港が

互いK競争する ζとにより 港湾利用者によりよいサービスを提供する乙と

は結構な乙とである。そうした乙れまでのいきさつからアメリカのニューヨ

ーク・ニュージャージー港湾局（ThePort of New York and New Jersey 

Authority ）方式の設立は，ただちには困難であろう。行政区域の問題もあ

る。

地方自治の精神にうらづけられた真の PortAuthority への道は，いく

たのステップがあろう。その第ーのステップとして当該各港湾管理者は，コ

ンテナ埠頭をふくめた港湾全体の公企業経営をいかにすべきかKついて，住

民および港湾労働者参加の下に，ただちに検討に入るべきであろう。


